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米
下
院
外
交
委
員
会
で
可
決
さ
れ
た
従
軍
慰
安
婦
問
題
へ
の
決
議
案
に
対
す
る
日
本
政
府
の
対
応
に
関
す
る
質

問
主
意
書

一

二
〇
〇
七
年
六
月
二
十
六
日
、
米
下
院
外
交
委
員
会
に
お
い
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
日
本
軍
に
強
制
的
な
売
春
を
強

い
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
従
軍
慰
安
婦
（
以
下
、
「
従
軍
慰
安
婦
」
と
い
う
。
）
の
問
題
に
関
し
て
、
日
本
政
府

に
対
し
謝
罪
を
求
め
る
決
議
案
（
以
下
、
「
決
議
案
」
と
い
う
。
）
が
採
決
さ
れ
た
が
、
右
以
前
に
、
米
議
会
で
「
決
議

案
」
が
提
議
さ
れ
る
動
き
を
在
米
日
本
大
使
館
（
以
下
、
「
大
使
館
」
と
い
う
。
）
は
い
つ
頃
か
ら
察
し
て
い
た
か
。

二

一
の
時
期
よ
り
、
「
大
使
館
」
か
ら
日
本
政
府
に
対
し
て
何
ら
か
の
報
告
が
あ
っ
た
か
。

三

二
の
報
告
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
右
報
告
を
受
け
て
、
日
本
政
府
か
ら
「
大
使
館
」
に
対
し
て
、
米
議
会
に
「
従
軍
慰
安

婦
」
問
題
に
つ
い
て
の
我
が
国
の
考
え
を
伝
え
る
よ
う
指
示
を
出
し
た
か
。

四

二
〇
〇
七
年
六
月
二
十
七
日
付
東
京
新
聞
夕
刊
二
面
に
、
米
国
民
主
党
の
ア
ッ
カ
ー
マ
ン
下
院
議
員
が
「
日
本
人
の
犠
牲

に
さ
れ
た
従
軍
慰
安
婦
は
ナ
チ
ス
の
犠
牲
に
な
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
と
極
め
て
似
て
い
る
」
と
強
調
し
た
と
の
記
述
が
あ
る
が
、

ア
ッ
カ
ー
マ
ン
下
院
議
員
に
よ
る
右
発
言
に
対
す
る
政
府
の
評
価
如
何
。

五

ア
ッ
カ
ー
マ
ン
下
院
議
員
が
言
う
よ
う
に
、
「
従
軍
慰
安
婦
」
は
ナ
チ
ス
の
犠
牲
に
な
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
と
極
め
て
似
て
い

一



る
と
政
府
は
認
識
し
て
い
る
か
。

六

五
に
対
し
て
、
「
従
軍
慰
安
婦
」
が
ナ
チ
ス
の
犠
牲
に
な
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
と
極
め
て
似
て
い
る
と
認
識
し
て
い
な
い
の
な

ら
ば
、
ア
ッ
カ
ー
マ
ン
下
院
議
員
に
対
し
て
政
府
は
何
ら
か
の
意
見
を
伝
え
た
か
。
伝
え
て
い
な
い
の
な
ら
ば
、
そ
の
理
由

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

「
決
議
案
」
は
我
が
国
の
国
益
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
政
府
は
認
識
し
て
い
る
か
。
「
決
議
案
」
に
対
す
る
政

府
の
評
価
如
何
。

八

二
〇
〇
七
年
六
月
二
十
七
日
付
東
京
新
聞
夕
刊
二
面
に
、
「
決
議
案
」
が
採
択
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
塩
崎
恭
久
官
房

長
官
が
同
日
午
前
の
記
者
会
見
で
「
理
解
を
求
め
て
い
く
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
特
段
大
き
な
こ
と
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
」

と
述
べ
、
静
観
す
る
姿
勢
を
示
し
た
と
の
記
述
（
以
下
、
「
東
京
新
聞
記
述
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
が
、
政
府
は
誰
に
対
し

て
、
ど
の
よ
う
な
方
策
を
も
っ
て
「
決
議
案
」
に
対
す
る
政
府
の
考
え
に
つ
い
て
の
理
解
を
求
め
て
い
く
の
か
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

九

「
東
京
新
聞
記
述
」
に
つ
き
、
「
決
議
案
」
に
対
し
て
日
本
政
府
と
し
て
特
段
大
き
な
こ
と
を
し
な
い
の
は
、
「
決
議

案
」
の
内
容
が
真
実
で
あ
り
、
「
決
議
案
」
に
対
し
て
静
観
す
る
こ
と
が
我
が
国
の
国
益
に
資
す
る
と
政
府
が
考
え
て
い
る

二



と
い
う
こ
と
か
。
確
認
を
求
め
る
。

右
質
問
す
る
。

三


